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保育補助者雇上費貸付制度

「保育補助者雇上費貸付制度」とは

　茨城県内の保育事業者の方へ、保育士の資格取得を目指す

保育補助者を雇い上げるために必要な費用を無利子で貸し付

ける制度です。

　保育補助者が保育士の補助業務に従事し、貸付期間中に保

育士の資格を取得したとき、又は、貸付終了後１年の間に保

育士資格を取得した場合、貸付金の返還が全額免除されます。
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目　的�

　この事業は、保育士の業務負担軽減による離職防止と保育士資格の新規取得者の確保を

図るため、保育士資格を持たない保育補助者の配置の雇い上げに必要な費用を予算の範囲

内で保育事業者へ貸付けることにより、保育人材を確保することを目的としています。

※保育補助者とは

　保育士資格を持たないが、保育所等に勤務し保育士の保育業務を補助する者。

募集期間�

　　　　　　2019年５月10日（金）～６月28日（金）【必着】

　（2019年４月から６月までの間に新たに雇上げを行った事業所等）

　　　　　　2019年12月２日（月）～ 2020年１月15日（水）【必着】

　（2019年７月から2020年１月までの間に新たに雇上げを行った事業所等）

貸付対象�

　2019年４月１日以降、または７月１日以降に、新たに週20時間以上勤務する保育補

助者を雇い上げる、次の①から④のいずれかに該当する茨城県内の施設又は、事業者等

が貸付対象となります。

　①保育所及び幼保連携型認定こども園（児童福祉法第７条）

　　（ただし地方自治体が運営するものを除く）

　②小規模保育事業者（児童福祉法第６条の３第１０項）

　③事業所内保育事業者（児童福祉法第６条の３第１２項）

　④企業主導型保育事業（児童福祉法５９条）

※�上記②、③については「子ども・子育て支援法」第29条に規定する「地域型保育給

付費」、又は同法30条に規定する「特例地域型保育給付費」の支給の算定の対象とな

る者を雇い上げる場合を除きます。

第１期

第２期

保育補助者雇上費貸付制度の概要
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　ただし、雇い上げる保育補助者は、週20時間以上勤務することを原則とします。

　また、保育補助者は子育て支援員研修など保育に関する一定の研修を受講している者

か、それと同等以上であると茨城県社会福祉協議会が認める者とします。

　なお、「一定の研修」は、当該貸付けを受けようとする保育所等への勤務開始後、受

講することとして差し支えありません。

※「一定の研修」および「それと同等以上」について

　「一定の研修」とは子育て支援員研修など、行政機関・社会福祉協議会・関係団体等が

実施している保育に関する研修です。

　また「それと同等以上」とは保育所又は認定こども園で保育補助業務に従事した期間

があるものです。（ＯＪＴ期間として概ね３ヵ月以上）

貸付額・貸付期間等�

①年額295万3千円以内（無利子）

　（保育補助者に係る給与、諸手当、福利厚生費、社会保険料事業者負担分等）

②期間は保育補助者が勤務開始した日から３年間

③連帯保証人が１人必要です。

※�なお、2019年４月１日現在、施設全体の保育従事者に占める未就学児を持つ保育従

事者の割合が２割以上の保育所等が、保育補助者を１人以上追加配置した場合、年額

221万5千円を上限に加算できます。

申込み・貸付決定・交付�

①�申請書等必要な書類をすべて揃えて、県社協へ提出して下さい。その後、県社協にお

いて申込内容を審査し、貸付の可否を決定し、結果を申請者へ通知します。

②�申請後、書類等の審査を経て貸付決定された方には、貸付制度説明会に参加し、貸付

契約を締結して頂きます。

③�貸付契約締結後、申請者名義（法人名・事業所名含む）の金融機関預金口座（ゆうちょ

銀行は除く）に貸付金を振込みます。

④�原則として、貸付金は年に４回（６月、９月、１２月、３月）振込みます。

　ただし、初回分については、貸付契約締結後となります。
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返還免除�

①次の場合は、貸付金が全額免除となります。

　ア�　�保育補助者が保育の保育補助業務に従事し、かつ貸付期間中、又は当該貸付終了

後１年の間に保育士の資格を取得したとき

　イ�　�保育補助者が業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業

務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき

②次の場合は、貸付金の一部が返還免除となります。

　�　保育補助者が県の区域内の保育所等において、貸付終了後１年以上保育補助業務に

従事したとき。

返　還�

　返還免除の要件を満たさなくなった場合は返還となります。貸付を受けた期間の２倍

に相当する期間内に返還していただきます。

　返還期間内に返還されない場合は、年5.0パーセントの延滞利子が発生します。

返還猶予�

　次の場合は貸付金の返還を猶予することができますので、ご相談下さい。猶予する期

間は、原則１年以内です。

①保育補助者が保育業務に従事しているとき

②災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により返還が困難と認められるとき

各種手続�

①�貸付決定後の貸付制度説明会については、貸付決定者（申請者ご本人）が必ずご出席

してください。

②�その他必要に応じて各種の手続きがあります。
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　貸付申請　

貸付を希望される保育所等は、必要書類を茨城県社会福祉協議会に提出して

下さい。

　貸付の審査・決定　

申請書類は茨城県社会福祉協議会が審査し、貸付の可否及び貸付額等を決定

します。審査の結果は、貸付決定通知書にて、保育所等に通知します。

　貸付制度説明会参加（貸付契約締結）　

雇上費の貸付が決定となった保育所等は、貸付制度説明会に参加のうえ、契

約書類等を提出し、貸付契約を締結して下さい。

　貸付金の交付　

　返還免除　

申込みから返還免除の流れ

保育士資格取得
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複数名の保育補助者を対象に貸付を申請できますか。

　原則として保育所１箇所当たり、保育補助者１名が対象です。

ただし、申請する年度の４月１日現在施設全体の常勤保育士に占める未就学児を

持つ保育士の割合が2割以上の保育所等について、保育補助者を２名以上雇上げた

場合、年額221万5千円を上限に加算申請することができます。

現在貸付を受けているが、さらに４月からもう一人保育補助者を雇うこ

とになりました。申請は可能ですか。

　貸付期間中に、新規でさらに貸付申請をすることはできません。

保育補助者で保育士の資格取得を目指している人向けの貸付はありますか。

　保育補助者の方向けの貸付制度はありません。あくまで保育補助者雇上費貸付

制度は保育所等雇用主への貸付制度です。

保育補助者が怪我をしてしまいました。骨折をしているので、１ヶ月程

度休職する予定です。どのような手続きをすればよいでしょうか。

　直ちに「保育補助者休職届」と医師による「診断書の原本」を提出して下さい。

　保育補助者が疾病またはその他の理由により休職した場合は、当該事由が生じ

た日の属する月の翌月から当該事由が解消した日の属する月まで、貸付は休止し

ます。

　その後、復職してから貸付を再開します。また、貸付期間については、その都

度協議します。

2

3

4

1
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２０１９年度

保育補助者雇上費貸付申請者募集要項
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１　募集期間�

　　　　　　2019年５月10日（金）～６月28日（金）【必着】

　（2019年４月から６月までの間に新たに雇上げを行った事業所等）

　　　　　　2019年12月２日（月）～ 2020年１月15日（水）【必着】

　（2019年７月から2020年１月までの間に新たに雇上げを行った事業所等）

　※茨城県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）へ提出してください。

　※郵送の場合：最終日必着

　※持参の場合：平日午前９時から午後５時まで

２　貸付対象者�

　2019年４月１日以降、新たに週20時間以上勤務する保育補助者※の雇上げを行って

いる次の（１）から（４）のいずれかに該当する茨城県内の施設又は事業者等（以下「保

育所等」という。）が貸付対象となります。

（１）保育所及び幼保連携型認定こども園（児童福祉法第7条）

　　　（ただし地方自治体が運営するものを除く）

（２）小規模保育事業者（児童福祉法第６条の３第１０項）

（３）事業所内保育事業者（児童福祉法第６条の３第１２項）

（４）企業主導型保育事業者（児童福祉法第５９条の２第１項）

※�（２）、（３）については「子ども・子育て支援法」第29条に規定する「地域型保育給付

費」、又は同法30条に規定する「特例地域型保育給付費」の支給の算定の対象となる者を

雇上げる場合を除きます。

※�保育補助者とは、保育士資格を持たないが、保育所等に週20時間以上勤務し保育士

の業務を補助する者です。保育所等の事務やその他の業務をする者は保育支援者とい

い、保育補助者と区別されます。

　また、保育補助者は子育て支援員研修など保育に関する一定の研修を受講している者

か、それと同等以上であると茨城県社会福祉協議会が認める者とします。

　なお、「一定の研修」は、当該貸付けを受けようとする保育所等への勤務開始後、受

講することとして差し支えありません。

第１期

第２期
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※「一定の研修」および「それと同等以上」について

　「一定の研修」とは子育て支援員研修など、行政機関・社会福祉協議会・関係団体等が

実施している保育に関する研修です。

　また「それと同等以上」とは保育所又は認定こども園で保育補助業務に従事した期間

があるものです。（ＯＪＴ期間として概ね３ヵ月以上）

３　貸付額【無利子】�

　　　年額2,953,000円以内　

（保育補助者に係る給与、諸手当、福利厚生費、社会保険料事業者負担分等）

　ただし、2019年４月１日における常勤の保育士に占める未就学児の割合が２割以上

の保育所等において、貸付けにより新たに２人以上の保育補助者を雇い上げる場合、年

額2,215,000円以内を加算します。

※�小規模保育事業者、事業所内保育事業者にあっては、子ども・子育て支援法（平成24年

法律第65号）第29条に規定する地域型保育事業費又は同法第30条に規定する特例地域型

保育給付金の算定対象者の雇い上げに係る費用を除き、企業主導型保育事業者において

は、企業主導型保育事業費補助金において当該補助金の算定対象者の雇い上げに係る費

用を除きます。

４　貸付期間�

　保育補助者を雇上げている期間

　※�保育補助者が勤務を開始した日から３年間までを限度とします。
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５　申請方法�

　申請に必要な【表１】に示す１～５の書類を作成し、県社協へ提出してください。

６　貸付の決定�

①�提出された申請書類等を県社協で審査のうえ、貸付の適否を決定し、結果をお知らせ

します。

②�貸付決定となった保育所等には、雇上費借用証書、振込口座申込書等の書類を送付し

ますので、貸付制度説明会に参加のうえ、提出してください。

【表１】

　 提出書類 様式等 留意事項等

１
雇上費貸付申請書 第１号様式

• �連帯保証人の所得証明書類・印鑑登

録証明書を（３ヶ月以内に発行され

たもの）添付

　※�連帯保証人が１名必要です。（連

帯保証人の要件：独立の生計を営

む成年）

２ 保育所の概要がわかる書類 ―

• �貸付対象となる施設又は事業者であ

ることが確認できる書類

• �定款等

• �雇用契約書の写し等

３ 保育業務環境改善計画書 第２号様式

４ 保育士資格取得支援計画書 第３号様式

５ 誓約書 第４号様式 保育補助者本人が記入してください。
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７　貸付金の交付�

①�雇上費借用証書を提出いただき、正式に貸付契約の締結となります。

②��貸付契約締結後に振込口座申込書に記載の金融機関へ貸付金をお支払いします。貸付

金は原則として年４回交付します。

　

【支払時期】

　６月：４～６月分、９月：７～９月分、12月：10～ 12月分、

　３月：１～３月分

８　貸付金の返還について�

　雇上費は返還の免除事由に該当する場合を除いて、貸付を受けた期間の２倍に相当す

る期間（返還猶予を受けた期間があるときはその期間を合算した期間）内に月賦、半年

賦の均等払、または一括払の方法により返還してください。

　　
※�正当な理由がなく期日までに返還しなかったときは、年5.0パーセントの延滞利子が発生

します。

９　返還の免除等�

　原則として県内の保育所等において、保育補助者が保育の補助業務等に従事し、３年

間で保育士の資格を取得した場合に返還が免除されます。
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雇上費貸付申請書　 記入例 　　　　　

雇上費借用証書　 見　本 　　　

保育補助者雇上費振込口座申込書　 見　本

雇上費貸付申請書（第１号様式）　　

保育業務環境改善計画書（第２号様式)�　

保育士資格取得支援計画書（第３号様式）

誓約書（第４号様式）　　

雇上費辞退届（第７号様式）

様式集
～保育補助者雇上費貸付制度～



※申請書類等記入上の注意 
 

① 日付は西暦でご記入下さい。 

② 文字を訂正する際は、修正液等は使用せず、訂正箇所を二重線で消して訂正印を押

し、書き直して下さい。 

③ 申請書類に事実と異なる記入や記入漏れがあった場合は、貸付の可否を決定するこ

とができませんので、ご注意下さい。 

④ 貸付申請書の「連帯保証人欄」は、必ず連帯保証人による署名捺印でお願いします。

貸付決定後に提出していただく「借用証書」の、連帯保証人記入欄の筆跡と照合さ

せていただきます。連帯保証人以外の方の署名では、貸付を決定することができま

せんので、ご注意下さい。また、文字を訂正する際は、修正液等は使用せず、訂正

箇所を二重線で消して、連帯保証人の実印を押し、書き直して下さい。 
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よ
る

ご
記

入
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

 



第
1
号

様
式

 

雇
上

費
貸

付
申

請
書

 
記

入
例

 
（

申
請

日
）

西
暦

20
19

年
〇

〇
月

〇
〇

日
 

 社
会

福
祉

法
人

 
茨

城
県

社
会

福
祉

協
議

会
長

 
様

 
  

私
は

、
社

会
福

祉
法

人
茨

城
県

社
会

福
祉

協
議

会
保

育
補

助
者

雇
上

費
貸

付
規

程
に

基
づ

き
、

本
修

学
資

金

等
の

貸
付

を
受

け
た

い
の

で
申

請
し

ま
す

。
 

    申
請

者
 

 

（
事

業
者

等
の

名
称

）
 

社
会

福
祉

法
人

〇
〇

会
 

□
□

□
保

育
園

 
（

代
表

者
氏

名
印

）
 

理
事

長
 

〇
〇

 
〇

〇
〇

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
（

所
在

地
）

 
〒

12
3-

45
67

 
茨

城
県

〇
〇

市
〇

〇
町

12
34

5 

   
  

  
  

  
  

 
電

話
番

号
 

12
34

（
56

）
78

90
 

事
業

者
の

区
分

 

ア
 

保
育

所
又

は
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

 

(児
童

福
祉

法
第

7
条

) 

イ
 

小
規

模
保

育
事

業
 

(児
童

福
祉

法
第

6
条

の
3
第

10
項

) 

ウ
 

事
業

所
内

保
育

所
 

(児
童

福
祉

法
第

6
条

の
3
第

12
項

) 

エ
 

企
業

主
導

型
保

育
事

業
 

(児
童

福
祉

法
第

59
条

) 

※
イ

、
ウ

に
つ

い
て

は
地

域
型

保
育

給
付

費
、

 

特
例

地
域

型
保

育
給

付
費

の
算

定
対

象
者

除
く

 

  保
育

補
助

者
 

勤
務

箇
所

 

（
施

設
等

の
名

称
及

び
代

表
者

名
）

 
社

会
福

祉
法

人
〇

〇
会

 
□

□
□

保
育

園
 

園
長

 
〇

〇
 

〇
〇

〇
 

（
施

設
等

の
所

在
地

）
 

〒
12

3-
45

67
 

茨
城

県
〇

〇
市

〇
〇

町
12

34
5 

施
設

等
の

概
要

 

運
営

時
間

等
 

月
曜

日
～

 
土

曜
日

 
午

前
7
時

00
分

～
午

後
7
時

00
分

 
乳

幼
児

の
定

数
（

 
 

 
〇

〇
人

）
 

職
員

数
等

 
（

 
 

 
 

〇
〇

人
）

 
う

ち
保

育
士

（
 

 
 

 
〇

〇
人

）
 

保 育 補 助 者
 

 
氏

名
 

（
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
）

 
イ

バ
ラ

キ
 

ハ
ナ

コ
 

茨
城

 
花

子
 

性
 別

 
生

年
月

日
（

年
齢

）
 

男
・

女
 

西
暦

 
〇

〇
年

 
〇

〇
月

 
〇

〇
日

（
〇

〇
歳

）
 

 
住

所
 

〒
12

3-
45

67
 

茨
城

県
〇

〇
市

〇
〇

町
12

34
5 

雇
用

期
間

 
（

予
 

定
）

 
西

暦
 

20
19

年
 

 
4
月

 
 

1
日

 
か

ら
 

20
22

年
 

 
3
月

 
 

31
日

ま
で

 

保
育

士
資

格
 

取
得

予
定

 
 

西
暦

 
20

22
年

 
 

3
月

（
予

定
）

 

 貸
付

 
申

請
額

 

総
 

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8,

85
9,

00
0
円

 

（
内

訳
）

 
 

20
19

年
度

 
 

 
 

 
 

2,
95

3,
00

0
円

 

20
20

年
度

 
 

 
 

 
 

2,
95

3,
00

0
円

 
20

21
年

度
 

 
 

 
 

 
2,

95
3,

00
0
円

 
 

＊
裏

面
に

申
請

額
の

積
算

根
拠

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

(申
請

額
の

積
算

内
訳

) 
  

別
紙

の
と

お
り

 

            【
連

帯
保

証
人

記
入

欄
】

 
 

 上
記

の
申

請
に

対
し

、
雇

上
費

の
貸

付
が

決
定

さ
れ

た
場

合
は

、
保

証
人

と
し

て
連

帯
し

て
貸

付
金

の
債

務
 

を
負

担
し

ま
す

。
 

 
ま

た
、
私

は
記

入
し

た
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
本

制
度

に
必

要
な

範
囲

で
利

用
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

 
 

 連
 

 帯
 

 保
 

 証
 

 人
 

 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

実
印

 
性

別
 

申
請

者
と

の
関

係
 

氏
 

 
名

 
 

  

  

 

男
・

女
 

 

生
年

月
日

 
西

暦
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 
 

 
年

齢
 

 
 

 
歳

 

住
 

 
所

 
〒

 
 

 
－

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号
 

 
 

 
（

 
 

 
）

 
勤 務 先 等

 

名
 

称
 

 

所
在

地
 

〒
 

 
 

－
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号
 

 
 

 
（

 
 

 
）

 

年
収

（
税

込
額

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

雇
用

形
態

 
□

正
規

 
□

パ
ー

ト
 

□
そ

の
他

 

※
連

帯
保

証
人

の
押

印
は

実
印

で
お

願
い

し
ま

す
。

 

※
連

帯
保

証
人

の
直

近
の

所
得

を
証

明
す

る
書

類
、

印
鑑

登
録

証
明

書
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

  

連
帯

保
証

人
様

の
自

筆
に

よ
る

ご
記

入
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

 
連
帯
保
証
人
様
の
自
筆
に
よ
る

ご
記
入
を
お
願
い
致
し
ま
す
。



申
請

額
の

積
算

内
訳

【
2
0
1
9
年

度
】
項

目
月

額
（
単

価
）

支
給

月
数

・
時

間
　

　
　

年
　

額
　

　
（
円

）
給

与
1
7
4
,5

0
0

1
2
月

2
,0

9
4
,0

0
0

通
勤

手
当

0
0

○
○

手
当

1
0
,0

0
0

1
2
月

1
2
0
,0

0
0

時
間

外
勤

務
手

当
1
,4

0
0

1
5
0
時

間
2
1
0
,0

0
0

賞
与

1
7
4
,5

0
0

5
月

8
7
2
,5

0
0

社
会

保
険

料
等

事
業

主
負

担
分

3
5
0
,0

0
0

2
0
1
9
年

度
所

用
額

3
,2

9
6
,5

0
0

2
0
1
9
度

分
貸

付
申

請
額

2
,9

5
3
,0

0
0

【
2
0
2
0
年

度
】
項

目
月

額
（
単

価
）

期
間

等
　

　
　

年
　

額
　

　
（
円

）
給

与
1
7
8
,0

0
0

1
2
月

2
,1

3
6
,0

0
0

通
勤

手
当

0
0

○
○

手
当

1
0
,0

0
0

1
2
月

1
2
0
,0

0
0

時
間

外
勤

務
手

当
1
,4

0
0

1
5
0
時

間
2
1
0
,0

0
0

賞
与

1
7
8
,0

0
0

5
月

8
9
0
,0

0
0

社
会

保
険

料
等

事
業

主
負

担
分

3
5
0
,0

0
0

2
0
2
0
年

度
所

用
額

3
,7

0
6
,0

0
0

2
0
2
0
年

度
分

貸
付

申
請

額
2
,9

5
3
,0

0
0

【
2
0
2
1
年

度
】
項

目
月

額
（
単

価
）

期
間

等
　

　
　

年
　

額
　

　
（
円

）
給

与
1
8
0
,5

0
0

1
2
月

2
,1

6
6
,0

0
0

通
勤

手
当

0
0

○
○

手
当

1
0
,0

0
0

1
2
月

1
2
0
,0

0
0

時
間

外
勤

務
手

当
1
,4

0
0

1
5
0
時

間
2
1
0
,0

0
0

賞
与

1
8
0
,5

0
0

5
月

9
0
2
,5

0
0

社
会

保
険

料
等

事
業

主
負

担
分

3
5
0
,0

0
0

2
0
2
1
年

度
所

用
額

3
,7

4
8
,5

0
0

2
0
2
1
年

度
分

貸
付

申
請

額
2
,9

5
3
,0

0
0

  
※

　
各

年
度

の
積

算
基

礎
と

な
る

手
当

等
は

、
雇

用
通

知
書

や
給

与
規

程
等

に
記

載
の

あ
る

　
　

　
具

体
的

な
内

容
を

ご
記

入
願

い
ま

す
。

第
１

号
様

式
　

雇
上

費
貸

付
申

請
書

(申
請

額
の

積
算

内
訳

）

※
こ

ち
ら

を
参

考
に

作
成

し
て

下
さ

い
。



第６号様式           見 本 

雇上費借用証書 

 西暦   年  月  日 

 

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会長 様 

 

貸付番号  

借受人の名

称・住所等 

 

（名称・代表者氏名印） 

 

 

（住所）〒   -    

 

 

 

私は，借受人として次のとおり雇上費の貸付決定通知を受けました。この貸付金は，

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会保育補助者雇上費貸付規程等の規定従い返還いた

します。 

 

雇上費 円 

借用期間 西暦   年  月 から     年  月 までの    箇月 

返還方法 月  賦  ・  半年賦  ・  一  括   

 

連帯保証人  住     所 

                借受人との関係 

                氏     名            ○印  

   

  私は、借受人に上記のとおり履行させるとともに、万一借受人が履行しないときは、

連帯してその債務を負担いたします。   

 

印

 

紙

 

（参考） 

貸付契約の際作成して 

いただく書類 

印
　
紙



保育補助者雇上費振込口座申込書 見 本 

       
                 西暦   年  月  日 

 

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会長 様 

 

貸 付 番 号  

申出の事由 １:新規  ２:口座の変更  ３:その他（       ） 

借受人の名

称・住所等 

（名称・代表者氏名） 

 

 

 

 

（住所）〒  － 

 

 

  

私は，次のとおり保育補助者雇上費の振込口座を申し出（ 変更を申し出 ）ます。 

 

振 込 先 

金融機関等の 

名      称 

（金融機関等の名称） （支店名称） 

口 座 の 種 類 １:普通預金         ２:当座預金   

口 座 番 号          

口 座 名 義 

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

 

※注意事項 

１ 口座は貸付申請者本人名義のものとしてください。 

２ ゆうちょ銀行以外の金融機関を指定してください。 

３ 口座番号は左詰で記入してください。 

  ４ 申し出た口座の金融機関の通帳の写し（名義人ｶﾅ、口座番号、金融機関コー

ド、店番号（３ｹﾀ））がわかる部分）を添付してください。 

（参考） 

貸付契約の際作成して 

いただく書類 



第 1 号様式 

雇上費貸付申請書 
（申請日）西暦    年  月  日 

 
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会長 様 
 
 私は、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会保育補助者雇上費貸付規程に基づき、本修学資金

等の貸付を受けたいので申請します。 
 
 
 
 
申 請 者 

 

（事業者等の名称） 

 
 
（代表者氏名印） 

 
 
（所在地） 
〒 

 
 
      電話番号    （   ）    

事 業 者 の 区 分 

ア 保育所又は幼保連携型認定こども園  

(児童福祉法第 7 条) 

イ 小規模保育事業 

(児童福祉法第 6 条の 3 第 10 項) 

ウ 事業所内保育所 

(児童福祉法第 6 条の 3 第 12 項) 

エ 企業主導型保育事業 

(児童福祉法第 59 条) 

※イ、ウについては地域型保育給付費、 

特例地域型保育給付費の算定対象者除く 

 
 
保育補助者 
勤 務 箇 所 

（施設等の名称及び代表者名） 

 
 
（施設等の所在地） 
〒 

施 設 等 の 概 要 

運営時間等   曜日～  曜日 
午前 時 分～午後 時 分 

乳幼児の定数（     人） 
職員数等 （      人） 
うち保育士（      人） 

保

育

補

助

者 

 
氏名 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

 
 

性 別 生 年 月 日 （ 年 齢 ）  

男・女 
西暦 
  年    月    日（  歳） 

 
住所 

 

〒 

 
 

雇 用 期 間 
（予 定） 

 西暦    年   月   日 から      年   月    日まで 

保育士資格 
取 得 予 定 

  西暦    年   月（予定） 

 
貸 付 
申 請 額 

 総 額                 円 

（内訳）   年度           円 
        年度           円 
        年度           円 
 ＊裏面に申請額の積算根拠を記載すること。 

(申請額の積算内訳) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【連帯保証人記入欄】 
  

上記の申請に対し、雇上費の貸付が決定された場合は、保証人として連帯して貸付金の債務 
を負担します。 
 また、私は記入した個人情報については、本制度に必要な範囲で利用することに同意します。 
 

 
連 
 
帯 
 
保 
 
証 
 
人 
 

フリガナ  実印 性 別 申請者との関係 

氏  名  

 

 

 

 

男・女 

 

生年月日 西暦    年    月    日    年齢    歳 

住  所 
〒   －  
            電話番号    （   ） 

勤

務

先

等 

名 称  

所在地 
〒   －  

            電話番号    （   ） 

年収（税込額）           円 雇用形態 □正規 □パート □その他 

※連帯保証人の押印は実印でお願いします。 

※連帯保証人の直近の所得を証明する書類、印鑑登録証明書を添付すること。 

 
 
 
 



第２号様式 

保育業務環境改善計画書 
 

 

（事業者等の名称）              

実施期間 

 

実施内容 

１ 全体計画 

２ 人員配置に関すること 

 

３ 保育士の処遇改善に関すること 

４ その他 

  



第３号様式 

保育士資格取得支援計画書 
 

 

（事業者等の名称）              

実施期間 

 

保育補助者

の保育士資

格取得への

支援方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保育補助者の状況（知識、熱意、経歴等）、資格取得する時期、資格

取得に必要な事項、支援方法等を具体的に記載すること。 



第４号様式 

 

誓 約 書 

 西暦   年  月  日 

 

 

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会長 様 

 

 

 

私は、             において 

保育補助者として保育の業務に従事します。 

 

 また、西暦   年   月までに保育士の資格を 

取得することができるよう、保育の知識及び技能等の 

習得、研鑽に努めることを誓います。 

 

 

 

（氏名印） 

  



第 7 号様式 

 

雇上費辞退届 
 

                    西暦   年  月  日 

 

 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会長 様 

 

                        〒 

                   借受人 住所 

                     （電話        ） 

 

                       氏名       印

           

   

 年 月 日付け承認された雇上費を下記のとおり辞退します。 

        

 

記 

 

 

辞退年月日 

 

西暦    年   月   日 

辞退金額              円 

辞退する理由  

 

  



社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 

福祉人材・研修部（人材自立育成担当） 
〒310-8586 

茨城県水戸市千波町 1918 番地 茨城県総合福祉会館 3 階 

TEL：029-350-8366 ／ FAX：029-244-4652 

（平日午前 9 時から 12 時、午後 1 時から 5 時まで） 

※土日・祝及び年末年始は休みです。 
 

ホームページ  http://www.ibaraki-welfare.or.jp/ 

又は 

 

 

 

 

 

 

 

■バス……JR 水戸駅北口 6 番乗り場から、関東鉄道バス【石岡・鉾

田・小川・平須・県自動車学校・奥ノ谷坂上・県庁バスター

ミナル・水戸医療センター・植物公園・市立競技場】行きの

「総合福祉会館前」下車（乗車時間 約 20 分）。 

 

■車………常磐自動車道水戸 IC から国道 50 号バイパスを大洗方面へ

約 10 ㎞。または、北関東自動車道水戸南 IC から国道 50

号バイパスを笠間方面へ約 7 ㎞。 

茨城県社会福祉協議会 保育補助者雇上費貸付 

お問い合わせ先

地図アクセス




